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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 〔外、平均臨時雇用者数〕は８時間換算で記載しております。 

３ 第48期中間連結会計期間、第49期中間連結会計期間、第50期中間連結会計期間、第48期連結会計年度及び第

49期連結会計年度の「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」は、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、第49期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 54,967 54,450 49,825 118,061 113,937

経常利益 
又は経常損失(△)

(百万円) 149 3 △457 2,909 1,555

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △3,216 △217 △1,472 △1,560 282

純資産額 (百万円) 40,151 41,483 39,539 41,953 41,603

総資産額 (百万円) 98,695 97,317 100,590 96,460 102,255

１株当たり純資産額 (円) 1,648.87 1,694.08 1,615.76 1,722.88 1,699.57

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり中間 
(当期)純損失(△)

(円) △132.08 △8.92 △60.46 △64.06 11.59

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 40.7 42.4 39.1 43.5 40.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △207 △1,065 2,753 3,145 896

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △525 △1,588 △1,552 487 △10,055

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 216 △963 △934 △2,484 5,689

現金及び現金同等物 
の中間期末（期末）残高

(百万円) 5,682 3,729 4,097 7,347 3,877

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数 〕

(名)
2,940
〔681〕

2,673
〔997〕

2,530
〔1,104〕

2,738
〔845〕

2,565
〔1,020〕



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 〔外、平均臨時雇用者数〕は８時間換算で記載しております。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第49期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第48期中 第49期中 第50期中 第48期 第49期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 39,978 39,287 34,386 84,518 80,765

経常利益 (百万円) 1,002 1,198 308 2,273 2,416

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) △205 668 △3,057 329 261

資本金 (百万円) 15,072 15,072 15,072 15,072 15,072

発行済株式総数 (株) 24,961,573 24,961,573 24,961,573 24,961,573 24,961,573

純資産額 (百万円) 44,606 45,490 41,057 45,306 44,709

総資産額 (百万円) 86,112 84,900 90,232 83,296 88,136

１株当たり配当額 (円) 11.00 11.00 11.00 23.00 23.00

自己資本比率 (％) 51.8 53.6 45.5 54.4 50.7

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数 〕

(名)
380

〔100〕
335

〔103〕
329
〔99〕

347
〔92〕

341
〔91〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グル－プ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

     連結子会社である株式会社イエローハットセールスは1,887百万円の債務超過となっており、平成

19年９月30日に解散し清算を開始しております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注)1.従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。)であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員(８時間換算)を外数で記載して

おります。 

2.臨時従業員には、パートタイマー、アルバイト及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

3.賃貸不動産事業につきましては、他のセグメントの従業員が兼務しており、その割合は僅少のため上記のセグ

メントに含めて記載しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

カー用品等販売事業 2,216〔  758〕

ホームセンター事業 314〔  346〕

合計 2,530〔1,104〕



(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注)1.従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業

員数は〔 〕内に当中間会計期間の平均人員(８時間換算)を外数で記載しております。 

2.臨時従業員には、パートタイマー、アルバイト及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合は平成４年８月25日に結成され、ゼンセン同盟の専門店ユニオン連合会(S・S・U・A)

に加盟しており、平成19年９月30日現在における組合員数は430名(パート従業員を含む。)でありま

す。 

労使関係は良好であります。 

なお、連結子会社の労働組合はありません。 

  

従業員数(人) 329〔99〕



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

  
(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国の経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰やアメリカのサ
ブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の影響はあったものの、堅調な企業業績を背景に
緩やかな拡大を維持しました。 
 当業界におきましては、新車販売台数の減少、原油価格の高騰によるガソリン価格の上昇、新車への
各種エレクトロニクス機器、カーアクセサリーの純正装着化等の要因により自動車用品の需要が減少
し、企業間競争がさらに激化するなど経営環境は厳しさを増しております。 
 このような状況の中、当社グループは車検事業、車両販売・買取事業に注力してまいりました。ま
た、平成19年6月よりイエローハット全店舗におきまして介護用品のカタログ販売を開始し、顧客層の
拡大に努めてまいりました。さらに、オイル交換作業のインターネット予約の全店導入に向け、対象店
舗を拡大してまいりました。 
 当中間連結会計期間の売上高は、主に連結会社範囲の変更および卸売部門の低迷により前年同期比46
億24百万円減少し498億25百万円となりました。売上総利益につきましては、売上高の減少により前年
同期比15億61百万円減少し140億86百万円となりました。販売費及び一般管理費につきましては、賃借
料等の減少により前年同期比９億31百万円減少し149億44百万円となりました。 
 その結果、営業損失は８億57百万円、経常損失は４億57百万円、中間純損失は14億72百万円となりま
した。 
 売上高の主な部門別内訳につきましては、卸売部門は218億99百万円で前年同期比19億86百万円
(8.3％)の減収、小売部門は269億33百万円で前年同期比25億91百万円(8.8％)の減収となりました。 
<イエローハット全店における品目別店頭売上の概況> 
タイヤ・ホイール部門に関しましては、17・18インチホイールの販売数減少等により、全店の店頭売

上実績は前年同期比98.1％となりました。 
 オーディオ・ビジュアル部門に関しましては、オーディオ一体型ＨＤＤナビ及びメモリーナビの販売
は好調であったものの、オーディオメインユニットならびにＥＴＣ車載器の販売数減少等により、前年
同期比90.4％となりました。 
 機能用品部門に関しましては、バッテリーの販売は好調であったものの、レーダー探知機ならびに盗
難警報装置の販売数減少等により、前年同期比92.1％となりました。 
 なお、洗車・オイル・ケミカル部門に関しましては、前年同期比96.5％、車内・車外用品部門に関し
ましては前年同期比94.2％、その他部門に関しましては、車検取扱い件数の増加により前年同期比
102.1％となりました。 
  

事業の種類別セグメント別の概況は次のとおりであります。 

（カー用品等販売事業） 

当中間連結会計期間における出退店の状況につきましては、国内では平成19年4月にフレスポ高屋店
（岡山県）、8月に日南店（宮崎県）、9月に倉敷玉島店（岡山県）の3店舗を開店し、6月に八本松店
（広島県）、7月に長沼店（千葉県）、8月に横須賀大津店（神奈川県）、OSC東戸塚店（神奈川県）、9
月にリサイクルマーケット藻岩店（北海道）の5店舗を閉店いたしました。 
また海外では、平成19年4月に長春東環城路店（中国）、5月に済南建設路店（中国）、6月に台北中山
店（台湾）、寧波四明中路店（中国）の4店舗を開店し、4月に台北三重店（台湾）を閉店いたしまし
た。 
 その結果、当中間連結会計期間末の店舗数は国内492店舗・海外16店舗となり、国内・海外を合わせた
総店舗数は508店舗となりました。 
 当中間連結会計期間におけるカー用品等販売事業の売上高は、420億25百万円で前年同期比42億60百万
円(9.2％)の減収となりました。営業損失につきましては９億63百万円で前年同期比４億97百万円の減
益となりました。 

（ホームセンター事業） 

当中間連結会計期間におけるホームセンター事業の売上高は、68億37百万円で前年同期比3億12百万
円(4.4％)の減収となりました。営業損失につきましては53百万円で前年同期比１億４百万円の減益と
なりました。 

（賃貸不動産事業） 

当中間連結会計期間における賃貸不動産事業の売上高は、9億62百万円で前年同期比51百万円(5.0％)
の減収となりました。営業利益につきましては１億60百万円で前年同期比28百万円(14.9％)の減益とな
りました。 



  



(2) キャッシュ・フローの状況 
  

 
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期間に比べ

３億68百万円増加し、当中間連結会計期間末には40億97百万円となりました。 
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

中間連結会計期間における営業活動による資金の収入は、27億53百万円となりました。これは主

に、仕入債務の増加が21億32百万円あったこと及び売上債権の減少が４億86百万円あったことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

中間連結会計期間における投資活動による資金の支出は、15億52百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出が16億90百万円あったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

中間連結会計期間における財務活動による資金の支出は、９億34百万円となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出が15億39百万円あったこと及び、短期借入金の借入による収入が

10億１百万円あったことによるものであります。 

  

科 目

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,065 2,753 896

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,588 △1,552 △10,055

財務活動によるキャッシュ・フロー △963 △934 5,689

現金及び現金同等物の増減額 △3,618 268 △3,469

現金及び現金同等物の期首残高 7,347 3,877 7,347

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増
加額

─ 7 ─

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減
少額

─ △54 ─

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高

3,729 4,097 3,877



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

(2) 受注実績 

該当事項はありません。 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

なお、以下の表の金額には消費税等は含まれておりません。 

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

  

２ 部門別売上高は次のとおりであります。 

 
(注) 賃貸不動産収入は「その他」に含まれております。 

  

３ 品目別売上高は次のとおりであります。 

 
(注) 賃貸不動産収入は「その他」に含まれております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

カー用品等販売事業 42,025 90.8

ホームセンター事業 6,837 95.6

賃貸不動産事業 962 95.0

合計 49,825 91.5

部門別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

卸売部門 23,886 43.9 21,899 43.9

小売部門 29,524 54.2 26,933 54.1

その他 1,039 1.9 992 2.0

合計 54,450 100.0 49,825 100.0

品目別

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

タイヤ・ホイール 11,504 21.1 11,038 22.1

オーディオ・ビジュアル 13,645 25.1 11,777 23.6

洗車・オイル・ケミカル 5,242 9.6 5,013 10.1

機能用品 6,480 11.9 5,969 12.0

車内・車外用品 3,611 6.7 3,370 6.8

ホームセンター用品 7,150 13.1 6,837 13.7

その他 6,814 12.5 5,818 11.7

合計 54,450 100.0 49,825 100.0



３ 【対処すべき課題】 
 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間における重要な契約は次のとおりである。 

イエローハットグループ店契約（日本） 

 当社は、既存の小売店と共存共栄をはかることを基本方針として、特定の店舗に関してイエローハッ

トグループ店契約を締結しております。その契約の主な事項は次のとおりであります。 

 
  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

①ブランド力の強化・・・  イエローハットグループがカー用品を取り扱っていることは広く
認知されているものの、最初に訪れるべき店として、車検などのク
ルマ関連のサービスを求める場所としての認知はまだまだであると
認識しています。『カー用品』と聞いた時に、お客様に真っ先にイ
エローハットを思い浮かべていただけるよう、ＴＶ・ラジオ等のメ
ディアミックスによる、より効果的な広告・販促施策を実施してま
いります。

②資産効率の向上・・・・  保有資産に関しまして、保有の妥当性を見極めた上、不要なもの
に関しては、売却を検討してまいります。また、商品に関しまして
も、全社在庫の削減に努めるとともに、鮮度向上に注力してまいり
ます。

③店舗収益力の向上・・・  店舗あたりの正社員比率が高く、人件費の増加が店舗収益の悪化
につながっております。パート・アルバイト化の推進により高コス
ト体質の改善をはかってまいります。加えて、独自の社内資格制度
であるＹＨＳＥ（イエローハットサービスエンジニア）とＹＨアド
バイザーの取得推進により、技術力・販売力を強化し、店舗収益力
の向上をはかります。

契約の目的

 株式会社イエローハット(乙)は、加盟店(甲)に対して、乙が使用している商標及び経営
ノウハウを提供し、同一企業イメージで事業を行う権利を与え、乙の指導と援助の元に継
続して営業を行い、相互信頼に基づいて共存共栄をはかり、地域社会の車文化に貢献する
ことを目的としております。

仕入及び販売
 甲は乙より商品を仕入れ、乙の提供したノウハウによって消費者に販売しアフターサー
ビスを行います。

契約期間
 契約発行の日から５年。ただし期間満了日３ヶ月前までに、甲乙いずれか一方から書面
による契約解除の申し出がない場合は、以後２年ごとに自動更新いたします。



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の設備を取得いたしました。 

提出会社 

 
（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 帳簿価額のうち「その他」はソフトウェア及び器具・備品の合計であります。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。 

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の計画は以下の通りです。 

 
（注）上記の物件は子会社イエローハットセールスの清算開始を受け、平成19年10月において譲受を行う予定であり

ます。 

  

事業所名 

(所在地)

事業の種類別 

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

（人）建物 

及び構築物
土地 その他 合計

面積㎡

イエローハット店舗 
（既存25店舗）

カー用品等 

販売事業

店舗外装 

（リニュー 

アル）

121 ─ ─ ─ 121 ─

イエローハット 
浦和美園店 
（埼玉県さいたま市）

カー用品等 

販売事業
店舗設備 ─ 224 727 ─ 224 ─

イエローハット 
川越宮元町店 
（埼玉県川越市）

カー用品等 

販売事業
店舗設備 ─ 103 1,904 ─ 103 ─

提出会社 
情報システム投資

カー用品等 

販売事業

コンピュータ 

システム
─ ─ ─ 387 387 ─

会社名 事業所名

事業の種類別 

セグメントの 

名称

設備の 

内容

投資予定金額
資金調達 

方法
購入予定年月

完了後の 

増加能力総額 

(百万円)

既支払額

(百万円)

提出 

 

会社

イエローハット 
店舗

カー用品等 

販売事業
店舗設備 659 ─

自己資金 

及び借入
平成19年10月 ─

賃貸不動産 賃貸不動産事業 賃貸設備 66 ─
自己資金 

及び借入
平成19年10月 ─



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 53,033,745

計 53,033,745

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,961,573 24,961,573
東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない 
当社における標準となる株式

計 24,961,573 24,961,573 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日 
～ 

平成19年９月30日
― 24,961 ― 15,072 ― 9,075



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記以外の所有株式の状況といたしまして、当社は自己株式588千株(発行済株式総数に対する所有割合2.35％)

を所有しております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

鍵山 秀三郎 東京都目黒区 4,266 17.09

イエローハット共和会 東京都目黒区青葉台２-19-10 968 3.87

鍵山 啓子 東京都目黒区 589 2.36

イエローハット共栄会 東京都目黒区青葉台２-19-10 535 2.14

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 495 1.98

鍵山 幸一郎 神奈川県横浜市青葉区 495 1.98

竹田 和平 愛知県名古屋市天白区 450 1.80

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２-11-３ 423 1.69

イエローハット従業員持株会 東京都目黒区青葉台２-19-10 406 1.62

シービーエヌディエフエイイン
ターナショナルキャップバリュ
ーポートフォリオ

東京都品川区東品川２-３-14 362 1.45

計 ― 8,993 35.98



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 単元未満株式には当社所有の自己株式18株が含まれております。 

２ 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,055株(議決権10個)含まれて

おります。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

588,300
(相互保有株式)

普通株式
79,400

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

24,263,800
242,638 同上

単元未満株式
普通株式

30,073
― 同上

発行済株式総数 24,961,573 ― ―

総株主の議決権 ― 242,638 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社イエローハット

東京都目黒区青葉台 
２―19―10

588,300 ─ 588,300 2.36

(相互保有株式) 
株式会社ホットマン

仙台市太白区西多賀 
４―４―17

79,400 ─ 79,400 0.32

計 ― 667,700 ─ 667,700 2.68

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 920 898 898 930 890 863

低(円) 866 860 860 861 810 807



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

   なお、前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間連結 

  財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改 

  正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

   なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表 

  等規則に基づき、当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間 

  財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）及び前中間会計期間（ 

 平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当中間連 

 結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年4月1日から 

 平成19年9月30日まで）は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務 

 諸表並びに中間財務諸表について、監査法人保森会計事務所により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,800 4,215 3,963

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５ 14,800 14,117 14,703

 ３ たな卸資産 15,168 14,042 13,935

 ４ 未収入金 3,140 2,643 4,346

 ５ 繰延税金資産 2,048 1,973 1,390

 ６ その他 1,826 2,508 1,935

   貸倒引当金 △1,377 △1,551 △1,503

   流動資産合計 39,406 40.5 37,949 37.7 38,771 37.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※
１ 
２

15,491 17,989
17,996 

 

  (2) 機械装置及び 
    運搬具 ※１

94 127 98

  (3) 土地 ※２ 15,517 20,506 20,177

  (4) 建設仮勘定 0 139 ―

  (5) その他 ※１ 628 31,732 32.6 723 39,486 39.2 673 38,946 38.1

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 410 1,263 945

  (2) のれん 5 ─ 1

  (3) その他 246 662 0.7 211 1,475 1.5 244 1,191 1.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 2,838 2,640 3,088

  (2) 長期貸付金 1,834 1,303 1,614

  (3) 敷金 ※２ 13,211 12,462 12,620

  (4) 繰延税金資産 2,524 949 1,723

  (5) 再評価に係る 
    繰延税金資産

1,282 1,282 1,282

  (6) その他 4,409 3,080 3,040

      貸倒引当金 △584 25,515 26.2 △40 21,678 21.6 △23 23,346 22.8

   固定資産合計 57,910 59.5 62,640 62.3 63,484 62.1

   資産合計 97,317 100.0 100,590 100.0 102,255 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※５ 11,351 10,776 10,060

 ２ 短期借入金 14,007 17,454 16,493

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 2,743 3,803 3,793

 ４ １年以内償還予定 
   社債

160 200 200

 ５ 未払金 2,113 1,638 1,973

 ６ 未払法人税等 634 268 74

 ７ 賞与引当金 907 657 790

 ８ 関係会社整理損失 
   引当金

― 133 ―

 ９ ポイントカード 
   引当金

117 196 129

 10 その他 1,490 1,920 1,621

   流動負債合計 33,526 34.5 37,049 36.8 35,138 34.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 2,640 2,620 2,720

 ２ 長期借入金 ※２ 12,294 13,923 15,559

 ３ 受入保証金 3,855 3,839 3,710

 ４ 繰延税金負債 267 316 277

 ５ 退職給付引当金 2,025 2,370 2,230

 ６ 役員退職給与引当金 214 132 138

 ７ リース資産減損勘定 832 619 710

 ８ その他 176 178 168

   固定負債合計 22,307 22.9 24,000 23.9 25,513 24.9

   負債合計 55,833 57.4 61,050 60.7 60,652 59.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 15,072 15,072 15,072

 ２ 資本剰余金 9,928 9,928 9,928

 ３ 利益剰余金 17,691 16,149 17,922

 ４ 自己株式 △612 △613 △613

   株主資本合計 42,078 43.2 40,536 40.3 42,309 41.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,028 623 922

 ２ 土地再評価差額金 △1,883 △1,883 △1,883

 ３ 為替換算調整勘定 28 66 36

   評価・換算差額等 
   合計

△827 △0.8 △1,193 △1.2 △924 △0.9

Ⅲ 少数株主持分 231 0.2 196 0.2 219 0.2

   純資産合計 41,483 42.6 39,539 39.3 41,603 40.7

   負債・純資産合計 97,317 100.0 100,590 100.0 102,255 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 54,450 100.0 49,825 100.0 113,937 100.0

Ⅱ 売上原価 38,801 71.3 35,738 71.7 81,866 71.9

   売上総利益 15,648 28.7 14,086 28.3 32,071 28.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 15,875 29.1 14,944 30.0 31,593 27.7

   営業利益 
   又は営業損失(△)

△227 △0.4 △857 △1.7 478 0.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 117 118 249

 ２ グループ店店舗等 
   賃貸収入

387 386 777

 ３ 受取手数料 303 309 839

 ４ 匿名組合分配金 ─ ─ 270

 ５ その他 97 907 1.7 162 976 2.0 299 2,436 2.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 164 253 390

 ２ グル－プ店店舗等 
   賃貸原価

174 182 382

 ３ 持分法投資損失 113 61 202

 ４ 業務移管関連費用 84 ─ ─

 ５ その他 139 677 1.3 79 576 1.2 384 1,359 1.2

   経常利益 
      又は経常損失(△）

3 0.0 △457 △0.9
 
 

1,555 1.4

Ⅵ 特別利益

 １ 前期損益修正益 ─ ─ 121

 ２ 固定資産売却益 ― 0 21

 ３ 投資有価証券売却益 19 0 19

 ４ 貸倒引当金戻入益 107 99 414

 ５ 役員退職給与引当金 
   戻入益

─ ─ 99

 ６ その他 ─ 127 0.2 16 116 0.2 ─ 677 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※２ 4 37 139

 ２ 投資有価証券評価損 20 61 20

 ３ 投資有価証券売却損 ─ 41 0

 ４ 退職給付基準変更時 
   差異

─ ─ 50

 ５ 減損損失 ※３ 125 140 154

 ６ 過年度ポイント 
   カード引当金繰入額

108 61 108

 ７ 関係会社整理損失 
   引当金繰入額

─ 133 ─

 ８ その他 20 279 0.5 177 653 1.3 46 521 0.5

   税金等調整前当期  
    純利益又は税金等 
      調整前中間純損失 
   (△)

△149 △0.3 △994 △2.0 1,710 1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

631 82 465

   法人税等調整額 ※４ △576 55 0.1 413 495 1.0 962 1,428 1.3

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)

12 0.0 △17 △0.0 0 0.0

      当期純利益又は 
     中間純損失(△)

△217 △0.4 △1,472 △3.0 282 0.2



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,072 9,928 18,200 △612 42,589

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △292 △292

 中間純損失(△) △217 △217

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─

中間連結会計期間中の変動額合計 
                       (百万円)

─ ─ △509 △0 △510

平成18年９月30日残高(百万円) 15,072 9,928 17,691 △612 42,078

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,225 △1,883 22 △635 219 42,173

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △292

 中間純損失(△) △217

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△196 5 △191 11 △180

中間連結会計期間中の変動額合計 
                       (百万円)

△196 ─ 5 △191 11 △690

平成18年９月30日残高(百万円) 1,028 △1,883 28 △827 231 41,483



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 15,072 9,928 17,922 △613 42,309

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △292 △292

 中間純損失(△) △1,472 △1,472

 自己株式の取得 △0 △0

 連結子会社(持分法適用 
 関連会社)の増減に伴う変動額

△7 △7

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △1,772 △0 △1,772

平成19年９月30日残高(百万円) 15,072 9,928 16,149 △613 40,536

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 922 △1,883 36 △924 219 41,603

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △292

 中間純損失(△) △1,472

 自己株式の取得 △0

 連結子会社(持分法適用 
 関連会社)の増減に伴う変動額

△5 △13

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△298 30 △268 △17 △285

中間連結会計期間中の変動額合計 
 (百万円)

△298 ─ 30 △268 △22 △2,064

平成19年９月30日残高(百万円) 623 △1,883 66 △1,193 196 39,539



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,072 9,928 18,200 △612 42,589

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △292 △292

 剰余金の配当 △268 △268

 当期純利益 282 282

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
─

連結会計年度中の変動額合計 
                       (百万円)

─ ─ △278 △0 △279

平成19年３月31日残高(百万円) 15,072 9,928 17,922 △613 42,309

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,225 △1,883 22 △635 219 42,173

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △292

 剰余金の配当 △268

 当期純利益 282

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
△302 13 △289 △0 △290

連結会計年度中の変動額合計 
 (百万円)

△302 ─ 13 △289 △0 △569

平成19年３月31日残高(百万円) 922 △1,883 36 △924 219 41,603



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純利益又は 
   税金等調整前中間純損失(△)

△149 △994 1,710

 ２ 減価償却費等 734 738 1,571

 ３ 減損損失 125 139 154

 ４ のれん償却額 4 1 8

 ５ 貸倒当金の増減額 △203 65 137

 ６ ポイントカード引当金の増減額 117 66 129

 ７ 賞与引当金の増減額 △8 △117 △124

 ８ 退職給付引当金等の増減額 122 154 250

 ９ 受取利息及び受取配当金 △131 △139 △271

 10 支払利息 164 253 390

 11 投資有価証券売却益 △19 △0 △19

 12 投資有価証券売却損 ― 41 ―

 13 投資有価証券評価損 20 61 20

 14 持分法投資損失 113 61 202

 15 固定資産売却益 ― 0 △21

 16 固定資産売却損等 35 37 186

 17 売上債権の増減額 △1,831 486 △1,585

 18 仕入債務の増減額 2,088 2,132 103

 19 たな卸資産の増減額 △1,474 △219 △241

 20 未払消費税等の増減額 △220 75 △227

 21 その他流動資産の増減額 △285 △353 △46

 22 その他流動負債の増減額 506 281 △77

 23 その他投資その他の資産の増減額 △79 △126 254

 24 その他固定負債の増減額 △302 91 △584

 25 その他 ─ 237 ―

    小計 △670 2,970 1,919

 26 利息及び配当金の受取額 101 112 217

 27 利息の支払額 △140 △255 △394

 28 法人税等の支払額 △356 △74 △845

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,065 2,753 896



 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得による支出 ─ △1 △431

 ２ 投資有価証券の売却による収入 76 ─ 79

 ３ 非連結子会社及び関連会社株式の 
   取得による支出

△16 △10 △147

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △1,061 △1,690 △11,111

 ５ 有形固定資産の売却による収入 52 196 1,981

 ６ 貸付金の貸付による支出 △959 △130 △1,446

 ７ 貸付金の回収による収入 496 408 950

 ８ 敷金の預入による支出 △392 △240 △664

 ９ 敷金の回収による収入 380 311 1,186

 10 無形固定資産の取得による支出 △175 △398 △790

 11 その他投資等の増減額 10 2 338

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,588 △1,552 △10,055

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 800 1,001 3,286

 ２ 長期借入金の返済による支出 △1,488 △1,539 △2,173

 ３ 長期借入金の借入による収入 100 ─ 5,100

 ４ 自己株式の取得による支出 ─ △0 0

 ５ 社債等の発行による収入 ─ ─ 200

 ６ 社債等の償還による支出 △80 △100 △160

 ７ 配当金の支払額 △292 △290 △561

 ８ 少数株主への配当金の支払額 △1 △5 △1

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△963 △934 5,689

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △3,618 268 △3,469

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 7,347 3,877 7,347

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増減額

─ 7 ─

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の増減額

― △54 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物 
  中間期末(期末)残高

※１ 3,729 4,097 3,877



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関

する事項

(1) 連結子会社の数 ５社

 主要な連結子会社の名称

㈱イエローハット

セールス

㈱イエローハット・

ファイナンス

㈱ホームセンター

サンコー

三晃自動車㈱

(1) 連結子会社の数 ５社

 主要な連結子会社の名称

㈱イエローハット

セールス

㈱イエローハット・

ファイナンス

㈱ホームセンター

サンコー

三晃自動車㈱ 

 ㈱中国イエローハット 

 ホールディング 

 

 連結子会社である㈱イ

エローハットセールスは 

9月30日に解散し、清算

手続きを開始しておりま

す。 

 また、連結子会社であ

った㈱東京モバイルネッ

トワークは、持分の変動

に伴い関連会社となった

ため、当中間連結会計期

間より連結の範囲より除

外し持分法適用会社とし

ております。 

 さらに、持分法適用会

社であった㈱中国イエロ

ーハットホールディング

は、株式取得に伴い当中

間連結会計期間より連結

子会社となりました。 

 

(1) 連結子会社の数 ５社

 主要な連結子会社の名称

㈱イエローハット

  セールス 

 ㈱イエローハット・ 

  ファイナンス 

 ㈱ホームセンター 

  サンコー 

 三晃自動車㈱

(2) 非連結子会社  １社

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社（㈱プロ

セスオート）は、平成18

年８月に設立したもので

あり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも少額のた

め、中間連結財務諸表に

及ぼす影響は軽徴である

ためであります。

(2) 非連結子会社  ４社

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社㈱イエロ

ーハットセールスプロ

は、平成19年７月に設立

したものであり、平成19

年９月末日までは未稼働

であります。また、その

他の非連結子会社３社

は、いずれも小規模会社

の た め、総 資 産、売 上

高、中間純損益及び利益

剰余金等及ぼす影響は軽

微であるため、連結の範

囲から除外しておりま

す。

(2) 非連結子会社  ２社

 (連結の範囲から除いた

理由)

  非連結子会社㈱プロセ

スオートは、平成18年８

月に、非連結子会社イエ

ローハットミドルイース

トは平成18年12月にそれ

ぞれ設立したものであ

り、総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響は軽微で

あるため、連結の範囲か

ら除外しております。

２ 持分法の適用に

関する事項

(1)持分法を適用した関連

会社数     ３社

 主要な関連会社の名称

  統一皇帽汽車百貨股份

   有限公司

  ㈱ホットマン

  ㈱中国イエローハット

ホールディング

(1)持分法を適用した関連

会社数     ４社

 主要な関連会社の名称

  統一皇帽汽車百貨股份

   有限公司

  ㈱ホットマン

  ㈱東京モバイルネット

ワーク

(1)持分法を適用した関連

会社数     ３社

 主要な関連会社の名称

  統一皇帽汽車百貨股份

   有限公司

   ㈱ホットマン

  ㈱中国イエローハット

ホールディング



  



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社     ５社

 主要な関連会社の名称

  ㈱札幌イエローハット

  ㈱アップル 

 

 

 

 (持分法を適用していない

理由)

  持分法を適用していな

い非連結子会社１社及び

関連会社４社は、中間純

損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響は軽微であ

り、かつ全体としても重

要性がないためでありま

す。

(2)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社    ８社

 主要な関連会社の名称

  ㈱プロセスオート 

 イエローハットミドル  

 イースト 

 ㈱札幌イエローハット

  ㈱アップル

 (持分法を適用していない

理由)

  持分法を適用していな

い非連結子会社４社及び

関連会社４社は、中間純

損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響は軽微であ

り、かつ全体としても重

要性がないためでありま

す。

(2)持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社    ６社

 主要な関連会社の名称

   ㈱プロセスオート 

 イエローハットミドル  

 イースト 

 ㈱札幌イエローハット

  ㈱アップル

 (持分法を適用していない

理由)

  持分法適用していない

非連結子会社及び関連会

社は、それぞれ当期純損

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響は軽微であり、

かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適

用から除外しておりま

す。

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項

  持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異なる

会社については、当該会

社の中間会計期間に係る

中間財務諸表を使用して

おります。

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項

同左

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項

 持分法適用会社のうち、

決算日が異なる会社につ

いては、当該会社の事業

年度に係る財務諸表を使

用しております。

３ 連結子会社の中

間決算日(決算

日)等に関する

事項

 連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。

 連結子会社のうち、㈱中

国イエローハットホールデ

ィングの中間決算日は６月

30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

に当たっては、６月30日現

在の中間決算財務諸表を採

用しておりますが、中間連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結

上必要な調整を行っており

ます。 

  

 

 連結子会社の事業年度末

と連結決算日は一致してお

ります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に

関する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

   当中間連結会計期間

末日前１カ月の市場価

格等の平均に基づく時

価法によっておりま

す。(評価差額は、全

部純資産直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

 その他有価証券

  時価のあるもの

      同左 

 

 

 

 

 

 

 

  その他有価証券

  時価のあるもの

   当連結会計年度末日

前１カ月の市場価格の

平均に基づく時価法に

よっております。 

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原

価法によっておりま

す。

  時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

 ② デリバティブ取引

   時価法によっており

ます。

 ② デリバティブ取引

同左

 ② デリバティブ取引

同左

 ③ たな卸資産

   当社は総平均法によ

る原価法によってお

り、連結子会社は主と

して売価還元原価法に

よっております。

 ③ たな卸資産

同左

 ③ たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法によっており

ます。ただし、平成10

年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備

を除く)については、

定額法によっておりま

す。

   なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。

  建物及び構築物

      ：２年～50年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

   定率法によっており

ます。ただし、平成10

年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備

を除く)については、

定額法によっておりま

す。

   なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。
 建物及び構築物
     ：２年～50年

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

   定率法によっており

ます。ただし、平成10

年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備

を除く)については、

定額法によっておりま

す。

   なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。

  建物及び構築物
     ：２年～50年



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（会計方針の変更）

   法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日法律第６号)及

び(法人税法施行令の

一部を改正する政令

平成19年３月30日政令

第83号))に伴い、平成

19年４月1日以降に取

得したものについて

は、改正後の法人税法

に基づく方法に変更し

ております。 

 この変更に伴う損益

に与える影響は軽微で

あります。

（追加情報）

   なお、平成19年３月

31日以前に取得したも

のについては、償却可

能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間

で均等償却する方法に

よっております。 

 この変更に伴う損益

に与える影響は軽微で

あります。

 ② 無形固定資産

   定額法によっており

ます。なお、自社利用

のソフトウェアについ

ては、社内における利

用可能期間(５年)に基

づく定額法によってお

ります。 

 

 ② 無形固定資産

同左

 

 ② 無形固定資産

同左
  

 
 
 
 
 

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒損失に備

えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等

特定の債権については

個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額

を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見

込額のうち、当中間連

結会計期間の負担額を

計上しております。

 ② 賞与引当金

同左

 ② 賞与引当金

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見

込額のうち、当連結会

計年度の負担額を計上

しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ──────────  ③ 関係会社整理損失 

 引当金

   関係会社の整理に伴

う損失に備えるため、

当該関係会社の資産内

容等を勘案し当社の損

失負担見込み額を計上

しております。

 ──────────

 ④ ポイントカード引当 
   金

 連結子会社㈱イエロ

ーハットセールスは、

顧客のポイントカード

使用による将来の負担

に備えて、当中間連結

会計期間末の未使用残

高に基づく負担見込額

を計上しております。

④ ポイントカード引当
   金

 連結子会社㈱イエロ

ーハットセールス及び

㈱ホームセンターサン

コーは、顧客のポイン

トカード使用による将

来の負担に備えて、当

中間連結会計期間末の

未使用残高に基づく負

担見込額を計上してお

ります。

④ ポイントカード引当 

  金

 連結子会社㈱イエロ

ーハットセールスは、

顧客のポイントカード

使用による将来の負担

に備えて、当連結会計

年度末の未使用残高に

基づく負担見込額を計

上しております。

 ⑤ 退職給付引当金

 当社及び主要な連結

子会社においては、従

業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間

連結会計期間末におい

て発生していると認め

られる額を計上してお

ります。

 過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処

理しております。

 数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(主

として10年)による定

額法により翌連結会計

年度から費用処理する

こととしております。

 ⑤ 退職給付引当金

   同左

 ⑤ 退職給付引当金

 当社及び主要な連結

子会社においては、従

業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき計上して

おります。

 過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)によ

る定額法により費用処

理しております。

 数理計算上の差異

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(主

として10年)による定

額法により翌連結会計

年度から費用処理する

こととしております。

 ⑥ 役員退職給与引当金

   当社及び一部の連結

子会社においては役員

の退職給与の支給に備

えるため、内規による

役員退職慰労金の当中

間連結会計期間末要支

給額を計上しておりま

す。

 ⑥ 役員退職給与引当金

同左

 ⑥ 役員退職給与引当金

   当社及び一部の連結

子会社においては役員

の退職給与の支給に備

えるため、内規による

役員退職慰労金の当連

結会計年度末要支給額

を計上しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4)重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

  外貨建債権債務は、当

中間連結会計期間末日の

直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損

益処理しております。

(4)重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

     同左

(4)重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

  外貨建債権債務は、当

連結会計年度末日の直物

為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益処

理しております。

  なお、在外関連会社の

資産及び負債は、在外関

連会社の中間決算日の直

物為替相場により、資本

金は発生時の為替相場に

より、また、中間純損失

は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は

純資産の部の為替換算調

整勘定に含めておりま

す。

    なお、在外関連会社の

資産及び負債は、在外関

連会社の期末決算日の直

物為替相場により、資本

金は発生時の為替相場に

より、また、当期純利益

は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は

純資産の部の為替換算調

整勘定に含めておりま

す。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6)重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

  金利スワップ

   特例処理によってお

ります。

  通貨スワップ

   繰延ヘッジ処理によ

っております。

(6)重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

  金利スワップ

   特例処理によってお

ります。

(6)重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

 借入金の金利に対

し、金利スワップ契約

を締結しております。

 外貨建金銭債権、債

務及び外貨建予定取引

に対し、通貨スワップ

契約を締結しておりま

す。

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

 借入金の金利に対

し、金利スワップ契約

を締結しております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

 ③ ヘッジ方針

   金利スワップは、借

入金の金利上昇リスク

をヘッジし、金利コス

トの安定化を図るため

に実施しております。

   通貨スワップは、為

替変動によるリスクを

ヘッジするため対象と

なる外貨建金銭債権債

務及び外貨建予定取引

の範囲内で実施してお

ります。

 ③ ヘッジ方針

   金利スワップは、借

入金の金利上昇リスク

をヘッジし、金利コス

トの安定化を図るため

に実施しております。

  

 ③ ヘッジ方針

同左

  



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法

   金利スワップについ

ては、金利スワップの

特例処理の要件を満た

しているので、当中間

連結会計期間末におけ

る有効性の評価は省略

しております。

   通貨スワップについ

ては、中間連結会計期

間末にヘッジ手段と対

象の見直しにより有効

性の評価を行っており

ます。

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法

   金利スワップについ

ては、金利スワップの

特例処理の要件を満た

しているので、当中間

連結会計期間末におけ

る有効性の評価は省略

しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法

   金利スワップについ

ては、金利スワップの

特例処理の要件を満た

しているので、当連結

会計年度末における有

効性の評価は省略して

おります。

   

(7)その他中間連結財務諸

表作成の為の重要な事

項

(7)その他中間連結財務諸

表作成の為の重要な事

項

(7)その他連結財務諸表作

成の為の重要な事項

 ①消費税等の会計処理

 税抜方式によっており

ます。

 ①消費税等の会計処理

同左

 ①消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッ

シュ・フロ－計

算書(連結キャ

ッシュ・フロー

計算書)におけ

る資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（ポイントカード引当金）

 連結子会社㈱イエローハット
セールスにおいて、「ポイント
カード」の顧客使用金額は、従
来、使用時に売上高より控除し
ておりましたが、当中間連結会
計期間より期末の未使用残高に
基づく将来の負担額についても
引当計上することとし、過年度
分１億８百万円を特別損失に計
上いたしました。この変更は、
ポイント制度が定着してきたこ
とに加えて将来の負担額を合理
的に算出できるようになったこ
とから、期間損益の適正化及び
財務内容の健全化を図るために
行なったものであります。
 この変更に伴い、従来の方法
によった場合と比較して売上高
が８百万円減少し、税金等調整
前中間純損失が１億17百万円増
加しております。
 なお、セグメント情報に与え
る影響は軽微であります。

   ──────────────
（ポイントカード引当金）

連結子会社㈱イエローハットセ
ールスにおいて、「ポイントカ
ード」の顧客使用金額は、従
来、使用時に売上高より控除し
ておりましたが、当連結会計年
度から期末の未使用残高に基づ
く将来の負担額についても引当
計上することとし、過年度分１
億８百万円を特別損失に計上い
たしました。この変更は、ポイ
ント制度が定着してきたことに
加えて将来の負担額を合理的に
算出できるようになったことか
ら、期間損益適正化及び財務内
容の健全化を図るために行なっ
たものであります。

この変更に伴い、従来の方法
によった場合と比較して売上高
が20百万円減少し、税金等調整
前当期純利益が１億29百万円減
少しております。

なお、セグメント情報に与え
る影響は軽微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

  関する会計基準等）

 当中間連結会計期間から「貸
借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企
業会計基準第５号）及び「貸借
対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年
12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響
はありません。なお、従来の
「資本の部」の合計に相当する
金額は412億51百万円でありま
す。

 中間連結財務諸表規則の改正
により、当中間連結会計期間に
おける中間連結財務諸表は、改
正後の中間連結財務諸表規則に
より作成しております。

   ──────────────
（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当連結会計年度から「貸借対
照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」（企業会計基準委
員会 平成17年12月９日 企業会
計基準第５号）及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する
会計基準等の適用指針」（企業
会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。

これによる損益に与える影響
はありません。なお、従来の
「資本の部」の合計に相当する
金額は413億84百万円でありま
す。

連結財務諸表規則の改正によ
り、当連結会計年度における連
結財務諸表は、改正後の連結財
務諸表規則により作成しており
ます。



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

 当中間連結会計期間から「企
業結合に係る会計基準」（企業
会計審議会 平成15年10月31日）
及び「事業分離等に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平
成17年12月27日 企業会計基準第
７号）並びに「企業結合会計基
準及び事業分離等会計基準に関
する適用指針」（企業会計基準
委員会 平成17年12月27日 企業
会計基準適用指針第10号）を適
用しております。これによる損
益に与える影響はありません。

 中間連結財務諸表規則の改正
による中間連結財務諸表の表示
に関する変更は以下のとおりで
あります。 
（中間連結貸借対照表） 
「営 業 権」及 び「連 結 調 整 勘
定」は、当中間連結会計期間か
ら「のれん」として表示してお
ります。

（中間連結キャッシュ・フロー 
 計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当
中間連結会計期間から「のれん
償却額」として表示しておりま
す。

   ──────────────
（企業結合に係る会計基準等）

当連結会計年度から「企業結
合に係る会計基準」（企業会計
審議会 平成15年10月31日）及び
「事業分離等に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成
17年12月27日 企業会計基準第７
号）並びに「企業結合会計基準
及び事業分離等会計基準に関す
る適用指針」（企業会計基準委
員会 平成17年12月27日 企業会
計基準適用指針第10号）を適用
しております。これによる損益
に与える影響はありません。

連結財務諸表規則の改正によ
る連結財務諸表の表示に関する
変更は以下のとおりでありま
す。 
（連結貸借対照表） 
「営 業 権」及 び「連 結 調 整 勘
定」は、当連結会計年度から
「のれん」として表示しており
ます。

（連結キャッシュ・フロー 
 計算書）

「連結調整勘定償却額」は、当
連結会計年度から「のれん償却
額」として表示しております。

（自己株式及び準備金の額の減少等

 に関する会計基準等の一部改正）

 当中間連結会計期間から、改
正後の「自己株式及び準備金の
額の減少等に関する会計基準」
（企業会計基準委員会  終改
正 平成18年８月11日 企業会計
基準第１号）及び「自己株式及
び準備金の額の減少等関する会
計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 終改正 平成18年８
月11日 企業会計基準適用指針第
２号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響
はありません。

 中間連結財務諸表規則の改正
により、当中間連結会計期間に
おける中間連結財務諸表は、改
正後の中間連結財務諸表規則に
より作成しております。

   ──────────────
（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正）

当連結会計年度から、改正後
の「自己株式及び準備金の額の
減少等に関する会計基準」（企
業会計基準委員会  終改正 平
成18年８月11日 企業会計基準第
１号）及び「自己株式及び準備
金の額の減少等関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委
員会 終改正 平成18年８月11
日 企業会計基準適用指針第２
号）を適用しております。

これによる損益に与える影響
はありません。

連結財務諸表規則の改正によ
り、当連結会計年度における連
結財務諸表は、改正後の連結財
務諸表規則により作成しており
ます。



次へ 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 19,450百万円

※１ 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 20,382百万円

※１ 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 19,148百万円

 

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 1,553百万円

土地 4,100百万円

敷金 1,190百万円

  (上記に対応する債務)

１年以内返済 
予定長期借入金

371百万円

長期借入金 457百万円

 

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 1,153百万円

土地 2,149百万円

敷金 1,115百万円

  (上記に対応する債務)

１年以内返済
予定長期借入金

429百万円

長期借入金 587百万円

 

※２ 担保に供している資産

建物及び構築物 1,173百万円

土地 2,299百万円

敷金 1,159百万円

  (上記に対応する債務)

１年以内返済 
予定長期借入金

470百万円

長期借入金 942百万円

 ３ 保証債務

  関係会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり保証を行

っております。

㈱アップル 642百万円

荒尾シティ 
プラン㈱

1,219百万円

その他 246百万円

計 2,107百万円
 

 ３ 保証債務

  関係会社の金融機関からの借入

金に対して、次のとおり保証を行

っております。

㈱アップル 610百万円

荒尾シティ
プラン㈱

1,102百万円

計 1,712百万円

 ３ 保証債務

  連結子会社以外の会社の金融機

関からの借入金に対して、次のと

おり保証を行っております。

㈱アップル 630百万円

荒尾シティ
プラン㈱

1,160百万円

その他 37百万円

計 1,827百万円

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン

  提出会社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行６社と

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントライン契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は

次の通りであります。

当座貸越極度額 
及び貸出コミッ 
トメントの総額

10,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 10,000百万円

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン

  提出会社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行６社と

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントライン契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高は

次の通りであります。

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

10,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 10,000百万円

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン

  提出会社は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行６社と

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントライン契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次の

通りであります。

当座貸越極度額 
及び貸出コミッ 
トメントの総額

10,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 10,000百万円

 

 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形

  中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期受取手形が

当中間連結会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 1,388百万円

  また、次の中間連結会計期間末

日満期支払手形は満期日に決済さ

れたものとして処理されていま

す。

支払手形 457百万円

 

 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形

  中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期受取手形が

当中間連結会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 1,119百万円

  また、次の中間連結会計期間末

日満期支払手形は満期日に決済さ

れたものとして処理されていま

す。

支払手形 410百万円

 

 

※５ 当連結会計年度末日満期手形

  当連結会計年度末日が金融機関

の休日であったため、次の当連結

会計期間末日満期受取手形が当連

結会計年度末残高に含まれており

ます。 

 

受取手形 2,160百万円

  また、次の当連結会計年度末日

満期支払手形は満期日に決済され

たものとして処理されています。 

 

支払手形 548百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

賃借料 3,004百万円

給与手当 5,135百万円

賞与引当金繰入額 907百万円

減価償却費 516百万円

退職給付費用 349百万円

のれん償却額 4百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

賃借料 2,496百万円

給与手当 5,070百万円

賞与引当金繰入額 657百万円

減価償却費 629百万円

退職給付費用 401百万円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

賃借料 5,704百万円

給与手当 10,280百万円

賞与引当金繰入額 790百万円

減価償却費 1,137百万円

退職給付費用 703百万円

のれん償却額 8百万円

 
※２ 固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 1百万円

車両運搬具 1百万円

器具・備品 1百万円

 
※２ 固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 37百万円  
※２ 固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 1百万円

車両運搬具 2百万円

器具・備品 1百万円

土地 134百万円

 

※３ 減損会計

（1）減損損失を認識した資産グル

ープ及び減損損失計上額、資産の種

類ごとの内訳

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途
種類及び 
金額 

（百万円）

店舗物件17件 
須賀川店(福
島 県 須 賀 川
市 )、河 辺 店
（東京都青梅
市） 
他15件

イエローハッ
ト店舗

建物   97
構築物  19
リース資産 5
器具備品  2

（減損の認識に至った経緯）

これらの物件は、営業赤字により将来キ
ャッシュフローが下落し減損の認識にいた
りました。

 

種類別の減損額の合計は次のと

おりであります。
種類 金額（百万円）

建物 97

構築物 19

器具備品 2

リース資産 5

合計 125

 

※３ 減損会計

（1）減損損失を認識した資産グル

ープ及び減損損失計上額、資産の種

類ごとの内訳

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途
種類及び
金額 

（百万円）

賃貸物件４件 
店舗物件５件 
総和店(茨城
県古河市)大
宮南店(埼玉
県 さ い た ま
市) 
他３件

賃貸物件・イ
エローハット
店舗

建物   121
構築物  17
器具備品  1

（減損の認識に至った経緯）

これらの物件は、営業赤字により将来キ
ャッシュフローが下落し減損の認識にいた
りました。

 

種類別の減損額の合計は次のと

おりであります。
種類 金額（百万円）

建物 121

構築物 17

器具備品 1

合計 140

 

※３ 減損会計

（1）減損損失を認識した資産グル

ープ及び減損損失計上額、資産の種

類ごとの内訳

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。

場所 用途
種類及び 
金額 

（百万円）

店舗物件31件 
須賀川店(福
島 県 須 賀 川
市 )、河 辺 店
（東京都青梅
市） 
他29件

イエローハッ
ト店舗

建物   112
構築物  32
リース資産 3
器具備品  1

（減損の認識に至った経緯）

これらの物件は、営業赤字により将来キ
ャッシュフローが下落し減損の認識にいた
りました。

種類別の減損額の合計は次のと

おりであります。
種類 金額（百万円）

建物 112
構築物 32
器具備品 3
リース資産 1
合計 154



前へ   次へ 

 
  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（２）資産のグルーピングの方法
 当社グループは、原則として事業
所ごとに資産をグルーピングしてお
ります。イエローハット店舗及びホ
ームセンター店舗、賃貸不動産につ
いては個別物件単位で、エリア（地
域卸売り部門）については管理会計
上の区分で、物流センターについて
は全社共有資産に、保養所・研修所
についてはキャッシュフローを生み
ませんので全社共有資産に、それぞ
れ資産をグルーピングしておりま
す。

（２）資産のグルーピングの方法
同左

（２）資産のグルーピングの方法
同左

（３）回収可能性の算定方法 

 回収可能性は、正味売却価額また

は使用価値により測定しておりま

す。土地については不動産鑑定士の

算定額ならびに路線価による相続税

評価額または固定資産税評価額を合

理的に調整した金額を、建物につい

ては減価償却計算に用いられる税法

規定等に基づく残存価値を、それぞ

れ回収可能価額としております。 

 使用価値の算定にあたっては、将

来キャッシュフローを５％で割り引

いて計算しております。

（３）回収可能性の算定方法
 回収可能性は、正味売却価額また

は使用価値により測定しておりま

す。土地については不動産鑑定士の

算定額ならびに路線価による相続税

評価額または固定資産税評価額を合

理的に調整した金額を回収可能価額

としております。 

 使用価値の算定にあたっては、将

来キャッシュフローを５％で割り引

いて計算しております。

（３）回収可能性の算定方法
 回収可能性は、正味売却価額また

は使用価値により測定しておりま

す。土地については不動産鑑定士の

算定額ならびに路線価による相続税

評価額または固定資産税評価額を合

理的に調整した金額を、建物につい

ては減価償却計算に用いられる税法

規定等に基づく残存価値を、それぞ

れ回収可能価額としております。 

 使用価値の算定にあたっては、将

来キャッシュフローを５％で割り引

いて計算しております。

  ─────────────
※４ 当中間連結会計期間にかかる
納付税額及び法人税等調整額は、当
期において予定している圧縮積立金
の積立及び取崩しを前提として、当
中間連結会計期間に係る金額を計算
しております。

 ─────────────



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 １ 発行済株式に関する事項 

   
  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   497株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 24,961,573 ― ― 24,961,573

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 610,632 497 ― 611,129

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 292 12 平成18年３月31日 平成18年６月23日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 268 11 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     272株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 24,961,573 ― ― 24,961,573

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 611,451 272 ─ 611,723

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月25日 
取締役会

普通株式 292 12 平成19年３月31日 平成19年６月12日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 268 11 平成19年９月30日 平成19年12月７日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
 ２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   819株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計年度後となるも

の 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度

普通株式(株) 24,961,573 ― ― 24,961,573

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度

普通株式(株) 610,632 819 ― 611,451

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 292 12 平成18年３月31日 平成18年６月23日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 268 11 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月25日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 292 12 平成19年３月31日 平成19年６月12日



前へ   次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間

連結会計期間末残高と中間

連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

現金及び 
預金勘定

3,800百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金

△71百万円

現金及び 
現金同等物

3,729百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と中間連結

貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成19年９月30日現在)

現金及び
預金勘定

4,215百万円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金

△118百万円

現金及び
現金同等物

4,097百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の連結会

計年度末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金

額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び
預金勘定

3,963百万円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金

△85百万円

現金及び
現金同等物

3,877百万円



前へ   次へ 

(リース取引関係) 
  

 

前中間連結会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の 
ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の 
ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の 
ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額、減損
損失累計額相当額及び中間期
末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額、減損
損失累計額相当額及び中間期
末残高相当額

① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額、
減損損失累計額相当額及び期
末残高相当額

 

建物
機械及
び装置

器具・ 
備品

その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 2,049 ― 2,278 267 4,594

減価償却 
累計額 
相当額

552 ― 1,426 214 2,193

減損損失 
累計額 
相当額

635 ― 666 ― 1,302

中間 
期末残高 
相当額

860 ― 185 52 1,099

 

建物
機械及
び装置

器具・
備品

その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 2,049 43 1,879 130 4,101

減価償却 
累計額 
相当額

655 36 1,208 92 1,993

減損損失 
累計額 
相当額

635 ─ 181 ─ 817

中間 
期末残高 
相当額

758 6 488 37 1,290

 

建物
機械及
び装置

器具・ 
備品

その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 2,049 43 1,995 266 4,354

減価償却 
累計額 
相当額

603 35 1,245 223 2,108

減損損失 
累計額 
相当額

635 ─ 181 ─ 817

期末残高 
相当額 809 7 568 43 1,429

② 未経過リース料中間期末残高
相当額及びリース資産減損勘
定中間期末残高

② 未経過リース料中間期末残高
相当額及びリース資産減損勘
定中間期末残高

② 未経過リース料期末残高相当
額及びリース資産減損勘定期
末残高

未経過リース料中間期末残高相
当額

未経過リース料中間期末残高相
当額

未経過リース料期末残高相当
額

 

1年以内 474 [102]百万円
1年超 2,238 [155]百万円
合計 2,712 [258]百万円

 

1年以内 384 [ 82]百万円
1年超 2,055 [117]百万円
合計 2,440 [200]百万円

 

1年以内 432 [ 94]百万円
1年超 2,143 [133]百万円
合計 2,576 [228]百万円

   リース資産減損勘定中間期末 
   残高

   リース資産減損勘定中間期末
   残高

  リース資産減損勘定期末残高

 
832百万円

 
619百万円 710百万円

（注）[ ]書きは、この他転貸リー
スに係る未経過リース料であ
り、受取リース料と支払リー
ス料はほぼ同額であります。

（注）   同左 （注） 同左

③ 支払リース料、リース資産減
損勘定の取崩額、減価償却費
相当額、支払利息相当額及び
減損損失

③ 支払リース料、リース資産減
損勘定の取崩額、減価償却費
相当額及び支払利息相当額

③ 支払リース料、リース資産減
損勘定の取崩額、減価償却費
相当額、支払利息相当額及び
減損損失

 

 
支払リース料 
(転貸リース料を除
く ）

418百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

123百万円

減価償却費相当額 340百万円

支払利息相当額 86百万円

減損損失 5百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法  

 
支払リース料 
(転貸リース料を除
く ）

316百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

91百万円

減価償却費相当額 246百万円

支払利息相当額 79百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法  

 
支払リース料 
(転貸リース料を除
く ）

772百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

245百万円

減価償却費相当額 623百万円

支払利息相当額 169百万円

減損損失 1百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によっ
ております。

同左 同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法  ⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取
得価額相当額との差額を利息相
当額とし、各期への配分方法に
ついては、利息法によっており
ます。

同左 同左

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引
未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

 

 1年以内 1,041百万円
 1年超 5,916百万円
 合計 6,958百万円

 

 1年以内 115百万円
 1年超 9百万円
 合計 124百万円

1年以内 115百万円
1年超 67百万円
合計 182百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注)  当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には、「著しく

下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断しておりま

す。 

  

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のないものにつき20百万円減損処理を行なっております。

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注)  当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には、「著しく

下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断しておりま

す。 

  

  

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
(注)  当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のないものにつき２百万円減損処理を行なっております。

  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 1,028 2,755 1,727

計 1,028 2,755 1,727

(1) その他有価証券

非上場株式 82百万円

計 82百万円

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 1,431 2,483 1,052

計 1,431 2,483 1,052

(1) その他有価証券

非上場株式 156百万円

計 156百万円



前へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注)  当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には、「著しく

下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断しておりま
す。 

  

２ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
(注)  当連結会計年度において、その他有価証券で時価のないものにつき20百万円減損処理を行なっております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間においては、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項

はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間においては、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項

はありません。 

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

当連結会計年度においては、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はあ

りません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 1,456 3,005 1,549

計 1,456 3,005 1,549

(1) その他有価証券

非上場株式 82百万円

計 82百万円



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

(注) １ 事業区分の方法 
事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業とホームセンター事業及び賃貸不動産
事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要商品等 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
４ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、ポイントカード引当金に係る

会計処理の変更に伴ない、従来の方法によった場合に比べてカー用品等販売事業の売上高が８百万円減少、
営業損失が同額増加いたしました。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
 

(注) １ 事業区分の方法 
事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業とホームセンター事業及び賃貸不動産
事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要商品等 

 
  ３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
  ４ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、平成19年4月1日以降に取得したもの 
    については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。また、平成19年3月31日以前に取得したも 
    のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 
    この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。  

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

ホーム
センター事業 
(百万円)

賃貸不動産
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

46,286 7,150 1,013 54,450 ― 54,450

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

50 ― 128 178 （178） ―

計 46,336 7,150 1,141 54,628 （178） 54,450

  営業費用 46,802 7,099 953 54,855 （178） 54,677

 営業利益又は営業損失(△) △466 51 188 △227 ― △227

事業区分 主要商品等

カー用品等販売 タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、洗車・オイル・ケミカル商
品 他

ホームセンター 木材・工具・金物・電動工具、インテリア・家電・収納用品、日用品、園芸資材・
エクステリア商品、ペット用品、スポーツ・レジャー用品、カー用品・自転車用品
他

賃貸不動産 不動産等の賃貸 
 

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

ホーム
センター事業 
(百万円)

賃貸不動産
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

42,025 6,837 962 49,825 ─ 49,825

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

50 ─ 127 178 （178） ─

計 42,076 6,837 1,089 50,003 （178） 49,825

  営業費用 43,040 6,891 929 50,861 （178） 50,682

 営業利益又は営業損失(△) △963 △53 160 △857 ─ △857

事業区分 主要商品等

カー用品等販売 タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、洗車・オイル・ケミカル商
品 他

ホームセンター 木材・工具・金物・電動工具、インテリア・家電・収納用品、日用品、園芸資材・
エクステリア商品、ペット・ペット用品、スポーツ・レジャー用品、カー用品・自
転車用品 他

賃貸不動産 不動産等の賃貸 
 



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業とホームセンター事業及び賃貸不動産

事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要商品等 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、ポイントカード引当金に係る会計
処理の変更に伴ない、従来の方法によった場合に比べてカー用品等販売事業の売上高が20百万円減少、営業
損失が同額増加いたしました。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

  

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

ホーム
センター事業 
(百万円)

賃貸不動産
事業 

(百万年)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高

(1) 外部顧客に対する売
上高

98,183 13,697 2,056 113,937 ― 113,937

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

99 ― 255 355 （355） ―

計 98,283 13,697 2,312 114,292 （355） 113,937

  営業費用 98,133 13,751 1,929 113,814 （355） 113,459

  営業利益又は 
  営業損失（△）

149 △54 383 478 ― 478

事業区分 主要商品等

カー用品等販売 タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、洗車・オイル・ケミカル商
品 他

ホームセンター 木材・工具・金物・電動工具、インテリア・家電・収納用品、日用品、園芸資材・
エクステリア商品、ペット・ペット用品、スポーツ・レジャー用品、カー用品・自
転車用品 他

賃貸不動産 不動産等の賃貸 
 



(１株当たり情報) 

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり当期純利益又は1株当たり中間純損失（△） 

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額
1,694円08銭

１株当たり純資産額
1,615円 76銭

１株当たり純資産額
1,699円57銭

１株当たり中間純損失
８円92銭

１株当たり中間純損失
60円 46銭

１株当たり当期純利益
11円59銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中

間純損失であり潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中

間純損失であり潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日)

前連結会計年度末

（平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照
表)の純資産の部の合計額 
（百万円）

41,483 39,539 41,603

普通株式に係る純資産額（百万円） 41,251 39,343 41,384

差額の主な内訳（百万円）

 少数株主持分 231 196 219

普通株式の発行済株式数（千株） 24,961 24,961 24,961

普通株式の自己株式数（千株） 611 611 611

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数（千株）

24,350 24,349 24,350

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の当期純利益
又は中間純損失（△）（百万円）

△217 △1,472 282

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

─ ─ ―

普通株式に係る当期純利益又は中間
純損失（△）（百万円）

△217 △1,472 282

普通株主の期中平均株式数（千株） 24,350 24,350 24,350



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（多額な資金の借入） ───────── （重要な子会社の清算）

 

 当社は中間決算日後において、平
成13年12月に特別目的会社へ譲渡し
た設備（有形固定資産）8,046百万円
を平成18年12月に買い戻すため、コ
ミットメント契約から次の通り借入
を実施しております。

(１) 主な借入先名 三菱東京UFJ銀行

(２) 借入金額 5,000百万円

(３) 借入利率 1.03091％

(４) 実施時期 平成18年12月12日

(５) 返済期限 平成19年３月12日

(６) 返済条件 期日一括返済

1.その旨及び理由 
 平成19年３月期連結子会社でありま
す株式会社イエローハットセールス
は、747百万円の債務超過の状態とな
っております。決算状況を総合的に
検討し、業績悪化が著しい子会社株
式会社イエローハットセールスにつ
いては、このまま事業を継続し再建
するには長期間を要すると判断した
ため、当社は平成19年５月15日開催
の取締役会において子会社株式会社
イエローハットセールスの清算を決
議いたしました。 
 
2.子会社の概要 
①商号    株式会社イエローハ 
          ットセールス 
②本社所在地 東京都目黒区青葉台 
③代表者   高橋 信郎 
④事業内容  カー用品の小売業 
⑤設立年月  平成15年３月 
⑥資本金   50百万円 
⑦株主構成  当社（株式会社イエ 
       ローハット）が100% 
       保有 
 
3.解散の時期 
 平成19年９月30日 
 
4.会社への影響 
 今後新たに発生する損失は軽微で
あります。 
 
5.営業活動等に及ぼす重要な影響 
 解散する子会社（株式会社イエロ
ーハットセールス）の事業は、当社
が引き継ぎ事業を行います。運営に
あたりましては、新しく設立する
100％子会社（株式会社イエローハッ
トセールスプロ）に業務委託して行
います。なお、株式会社イエローハ
ットセールスの従業員は、株式会社
イエローハットセールスプロに転籍
し運営にあたることになります。 
 



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(重要な子会社の設立)

1.株式会社イエローハットセールス
の解散予定に伴ない、イエローハッ
ト事業は当社が引き続き事業を行い
ますが、イエローハットの運営にあ
たり運営に特化した新会社を設立
し、運営することが も望ましいと
判断したため、当社は、平成19年５
月15日開催の取締役会において新会
社の設立を決議いたしました。 
 
2.子会社の概要 
①商号    株式会社イエローハ 
          ットセールスプロ 
②本社所在地 東京都目黒区青葉台 
③代表者   高橋 信郎 
④事業内容  イエローハット店舗 
       の運営（業務受諾会 
       社) 
⑤資本金   10百万円（200株） 
（株式数） 
⑥株主構成  当社（株式会社イエ 
       ローハット）が100% 
       保有 
 
3.設立の時期 
 平成19年６月（予定） 
 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,683 1,547 969

 ２ 受取手形 ※６ 7,323 7,015 7,747

 ３ 売掛金 9,603 8,220 7,571

 ４ たな卸資産 2,145 2,959 2,220

 ５ 短期貸付金 10,752 11,393 10,777

 ６ 繰延税金資産 702 2,451 982

 ７ その他 3,665 3,299 4,523

   貸倒引当金 △1,491 △1,463 △2,390

   流動資産合計 34,384 40.5 35,424 39.3 32,401 36.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 ※１ 12,716 14,451 15,020

  ２ 土地 ※２ 11,206 16,460 16,132

  ３ 建設仮勘定 ― 139 ―

  ４ その他 ※１ 2,016 2,087 2,014

   有形固定資産合計 25,939 30.6 33,138 36.7 33,166 37.6

 (2) 無形固定資産 505 0.6 1,358 1.5 1,039 1.2

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 2,769 2,499 3,020

  ２ 関係会社株式 4,468 3,448 3,438

  ３ 敷金 11,705 11,177 11,205

  ４ 繰延税金資産 925 ― 525

  ５ 再評価に係る 
    繰延税金資産

1,577 1,577 1,577

  ６ その他 3,211 1,647 1,784

    貸倒引当金 △584 △40 △23

   投資その他の 
   資産合計

24,072 28.3 20,310 22.5 21,528 24.4

   固定資産合計 50,516 59.5 54,807 60.7 55,734 63.2

   資産合計 84,900 100.0 90,232 100.0 88,136 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 9,104 8,359 7,385

 ２ 短期借入金 6,900 10,900 9,500

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金

1,883 2,853 2,853

 ４ 未払法人税等 577 219 ―

 ５ 賞与引当金 233 150 169

 ６ 関係会社整理損失 
   引当金

─ 4,724 ─

 ７ その他 2,511 2,144 2,468

   流動負債合計 21,210 25.0 29,352 32.5 22,377 25.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 2,000 2,000 2,000

 ２ 長期借入金 10,270 11,917 13,343

 ３ 受入保証金 3,764 3,782 3,624

 ４ 退職給付引当金 1,288 1,351 1,331

 ５ 役員退職給与引当金 146 55 56

 ６ 繰延税金負債 ─ 38 ─

 ７ リース資産減損勘定 554 503 528

 ８ その他 175 172 165

   固定負債合計 18,199 21.4 19,822 22.0 21,049 23.9

   負債合計 39,410 46.4 49,174 54.5 43,427 49.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 15,072 17.8 15,072 16.7 15,072 17.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 9,075 9,075 9,075

  (2) その他資本剰余金 852 852 852

   資本剰余金合計 9,928 11.7 9,928 11.0 9,928 11.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 570 570 570

  (2) その他利益剰余金

     固定資産 
     圧縮積立金

473 471 473

     別途積立金 20,336 20,036 20,336

    繰越利益剰余金 986 △2,737 310

   利益剰余金合計 22,366 26.3 18,340 20.3 21,690 24.6

 ４ 自己株式 △592 △0.7 △592 △0.6 △592 △0.7

   株主資本合計 46,774 55.1 42,748 47.4 46,098 52.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

1,032 1.2 626 0.7 927 1.0

 ２ 土地再評価差額金 △2,316 △2.7 △2,316 △2.6 △2,316 △2.6

   評価・換算差額等 
   合計

△1,284 △1.5 △1,690 △1.9 △1,389 △1.6

   純資産合計 45,490 53.6 41,057 45.5 44,709 50.7

   負債・純資産合計 84,900 100.0 90,232 100.0 88,136 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 39,287 100.0 34,386 100.0 80,765 100.0

Ⅱ 売上原価 34,401 87.6 30,654 89.1 71,449 88.5

  売上総利益 4,886 12.4 3,731 10.9 9,315 11.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,248 10.8 4,035 11.8 8,488 10.5

  営業利益又は営業損失 
  (△)

637 1.6 △303 △0.9 826 1.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,375 3.5 1,325 3.9 3,154 3.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 814 2.0 712 2.1 1,565 1.9

  経常利益 1,198 3.1 308 0.9 2,416 3.0

Ⅵ 特別利益 ※３ 41 0.1 97 0.3 469 0.6

Ⅶ 特別損失 ※４ 97 0.3 4,040 11.8 2,185 2.7

  税引前中間(当期) 
  純利益又は税引前 
  中間純損失(△)

1,143 2.9 △3,633 △10.6 699 0.9

  法人税、住民税 
  及び事業税

544 123 316

  法人税等調整額 △70 474 1.2 △699 △576 △1.7 121 438 0.6

  中間(当期)純利益 
  又は中間純損失(△)

668 1.7 △3,057 △8.9 261 0.3



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,072 9,075 852 9,928

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注)

 中間純利益

 自己株式の取得

 別途積立金の取崩 (注)

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注)

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(百万円) 15,072 9,075 852 9,928

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産 
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 570 475 20,636 308 21,990 △591 46,398

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △292 △292 △292

 中間純利益 668 668 668

 自己株式の取得 △0 △0

 別途積立金の取崩 (注) △300 300 ─ ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注) △1 1 ─ ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △1 △300 678 376 △0 375

平成18年９月30日残高(百万円) 570 473 20,336 986 22,366 △592 46,774

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,224 △2,316 △1,092 45,306

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △292

 中間純利益 668

 自己株式の取得 △0

 別途積立金の取崩 (注) ―

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注) ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△192 △192 △192

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△192 ― △192 183

平成18年９月30日残高(百万円) 1,032 △2,316 △1,284 45,490



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 15,072 9,075 852 9,928

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純損失

 自己株式の取得

 別途積立金の取崩

 固定資産圧縮積立金の取崩

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ ─

平成19年９月30日残高(百万円) 15,072 9,075 852 9,928

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産 
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 570 473 20,336 310 21,690 △592 46,098

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △292 △292 △292

 中間純損失 △3,057 △3,057 △3,057

 自己株式の取得 △0 △0

 別途積立金の取崩 △300 300 ─ ─

 固定資産圧縮積立金の取崩 △1 1 ─ ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △1 △300 △3,047 △3,349 △0 △3,350

平成19年９月30日残高(百万円) 570 471 20,036 △2,737 18,340 △592 42,748

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 927 △2,316 △1,389 44,709

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △292

 中間純損失 △3,057

 自己株式の取得 △0

 別途積立金の取崩 ─

 固定資産圧縮積立金の取崩 ─

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△301 △301 △301

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△301 ─ △301 △3,651

平成19年９月30日残高(百万円) 626 △2,316 △1,690 41,057



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,072 9,075 852 9,928

当事業年度中の変動額

 剰余金の配当 (注)

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 別途積立金の取崩 (注)

 固定資産圧縮積立金の取崩 (注)

 株主資本以外の項目の当事業年 
 度中の変動額(純額)
当事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ―

平成19年３月31日残高(百万円) 15,072 9,075 852 9,928

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計固定資産 
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 570 475 20,636 308 21,990 △591 46,398

当事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △292 △292 △292

 剰余金の配当 △268 △268 △268

 当期純利益 261 261 261

 自己株式の取得 △0 △0

 別途積立金の取崩（注） △300 300 ─ ─

 固定資産圧縮積立金の取崩（注) △1 1 ─ ─

 株主資本以外の項目の当事業年 
 度中の変動額(純額)
当事業年度中の変動額合計 
(百万円)

─ △1 △300 2 △299 △0 △300

平成19年３月31日残高(百万円) 570 473 20,336 310 21,690 △592 46,098

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,224 △2,316 △1,092 45,306

当事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △292

 剰余金の配当 △268

 当期純利益 261

 自己株式の取得 △0

 別途積立金の取崩（注） ─

 固定資産圧縮積立金の取崩（注) ─

 株主資本以外の項目の当事業年 
 度中の変動額(純額)

△297 △297 △297

当事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△297 ─ △297 △597

平成19年３月31日残高(百万円) 927 △2,316 △1,389 44,709



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

会社株式

  移動平均法による原価

法によっております。

(1) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

会社株式

同左

(1) 有価証券

 ① 子会社株式及び関連

会社株式

同左

 ② その他有価証券

  時価のあるもの

  当中間会計期間期末日

前１カ月の市場価格の平

均に基づく時価法によっ

ております。(評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

おります)

 ② その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  

 ② その他有価証券

  時価のあるもの

  期末前１カ月の市場価

格の平均に基づく時価法

によっております。(評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定しております)

  時価のないもの

  移動平均法による原価

法によっております。

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(2) デリバティブ

  時価法によっておりま

す。

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

  総平均法による原価法

によっております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっておりま

す。

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法によっ

ております。

(1) 有形固定資産

 定率法によっておりま

す。

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は、定額法によっておりま

す。

(1) 有形固定資産

 定率法によっておりま

す。 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は、定額法によっておりま

す。

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。

  建物  ２～50年

  構築物 ２～20年

  なお、主な耐用年数は 

次のとおりであります。 

 建物  ２～50年 

 構築物 ２～20年 

 

 （会計方針の変更）  

  法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、平成19年４月1日以降

に取得したものについて

は、改正後の法人税法に

基づく方法に変更してお

ります。 

 この変更に伴う損益に 

与える影響は軽微であり 

ます。 

（追加情報） 

 なお、平成19年３月31 

日以前に取得したものに 

ついては、償却可能限度 

額まで償却が終了した翌 

年から５年間で均等償却 

する方法によっておりま 

す。 

 この変更に伴う損益に 

与える影響は軽微であり 

ます。

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

 建物  ２～50年 

 構築物 ２～20年

(2) 無形固定資産

  定額法によっておりま

す。

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  均等償却によっており

ます。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
  債権の貸倒損失に備え
るため、一般債権につい
ては貸倒実績率によって
おり、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別
に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上し
ております。

(1) 貸倒引当金
同左

(1) 貸倒引当金
同左

(2) 賞与引当金
  従業員の賞与の支給に
備えるため、将来の支給
見込額のうち当中間会計
期間の負担額を計上して
おります。

(2) 賞与引当金
同左

(2) 賞与引当金
  従業員の賞与の支給に
備えるため、将来の支給
見込額のうち当事業年度
の負担額を計上しており
ます。

─―――――――― (3) 関係会社整理損失 
  引当金    
  関係会社の整理に伴う
損失に備えるため、当該
関係会社の資産内容等を
勘案し当社の損失負担見
込額を計上しておりま
す。 

─――――――――

(4) 退職給付引当金
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基
づき、当中間会計期間末
において発生していると
認められる額を計上して
おります。

(4) 退職給付引当金
同左

   

(4) 退職給付引当金
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基
づき、当事業年度末にお
いて発生していると認め
られる額を計上しており
ます。

  過去勤務債務は、その
発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(５年)による定額法
により費用処理しており
ます。

  数理計算上の差異は、
各期の発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の
一定の年数(10年)による
定額法により、それぞれ
の発生の翌期から費用処
理することとしておりま
す。

     過去勤務債務は、その
発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の
年数(５年)による定額法
により費用処理しており
ます。

   数理計算上の差異は、
その発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定
額法により、発生の翌期
から費用処理することと
しております。

(5) 役員退職給与引当金
  役員の退職給与の支給
に備えるため、内規によ
る役員退職慰労金の当中
間会計期間末要支給額を
計上しております。

(5) 役員退職給与引当金
同左

(5) 役員退職給与引当金
  役員の退職給与の支給
に備えるため、内規によ
る役員退職慰労金の当事
業年度末要支給額を計上
しております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理
方法

  リース物件の所有権が
借主に移転すると認めら
れるもの以外のファイナ
ンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計
処理によっております。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップは、特例

処理によっております。

  通貨スワップは、繰延

ヘッジ処理によっており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップは、特例

処理によっております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  借入金の金利に対し、

金利スワップ契約を締結

しております。

  外貨建金銭債権債務及

び外貨建予定取引に対

し、通貨スワップ契約を

締結しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  借入金の金利に対し、

金利スワップ契約を締結

しております。

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(3) ヘッジ方針

  金利スワップは、借入

金の金利上昇リスクをヘ

ッジし、金利コストの安

定化を図るために実施し

ております。

  通貨スワップは、為替

変動によるリスクをヘッ

ジする為対象となる外貨

建金銭債権債務及び外貨

建予定取引の範囲内で実

施しております。

(3) ヘッジ方針

  金利スワップは、借入

金の金利上昇リスクをヘ

ッジし、金利コストの安

定化を図るために実施し

ております。

  

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  金利スワップについて

は、金利スワップの特例

処理の要件を満たしてい

るので、当中間会計期間

末における有効性の評価

は省略をしております。

  通貨スワップについて

は、中間会計期間末にヘ

ッジ手段と対象の見直し

により有効性の評価を行

っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  金利スワップについて

は、金利スワップの特例

処理の要件を満たしてい

るので、当中間会計期間

末における有効性の評価

は省略をしております。

  

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  金利スワップについて

は、金利スワップの特例

処理の要件を満たしてい

るので、当事業年度末に

おける有効性の評価は省

略をしております。

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に
 関する会計基準等）

当中間会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

これによる損益に与える影響

はありません。

なお、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は454億90百

万円であります。

中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における

中間財務諸表は、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

おります。

   ───────────
（貸借対照表の純資産の部の表示に 
 関する会計基準等）

当事業年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

これによる損益に与える影響

はありません。

なお、従来の「資本の部」の

合計に相当する金額は447億９百

万円であります。

財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸

表は、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

 当中間会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計

審議会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響

はありません。

   ───────────
（企業結合に係る会計基準等）

 当事業年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会 

終改訂平成18年12月22日 企業

会計基準適用指針第10号）を適

用しております。



次へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（自己株式及び準備金の額の減少等
 に関する会計基準等の一部改正）

 当中間会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会  終改正平成

18年８月11日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員

会  終改正平成 18年８月 11

日 企業会計基準適用指針第２

号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響

はありません。

 中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における

中間財務諸表は、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

おります。

   ───────────
（自己株式及び準備金の額の減少等 
 に関する会計基準等の一部改正）

 当事業年度から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会  終改正平成18

年８月11日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員

会  終改正平成 18 年８月 11

日 企業会計基準適用指針第２

号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響

はありません。

 財務諸表等規則の改正により

当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。



次へ 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末  
(平成19年３月31日)

※１ 固定資産の減価償却累計額
有形固定 
資産

15,388百万円

※１ 固定資産の減価償却累計額
有形固定
資産

16,586百万円

※１ 固定資産の減価償却累計額
有形固定
資産

15,958百万円

 

※２ 担保に供している資産

土地 1,368百万円

  （上記に対応する債務）

   下記子会社の金融機関からの

借入金

㈱ホームセン
ターサンコー

40百万円

 

 ３ 保証債務

銀行借入に対する保証債務等
㈱イエローハ
ット・ファイ
ナンス

2,700百万円

㈱アップル 642百万円

その他 246百万円

計 3,588百万円  

 ３ 保証債務

銀行借入に対する保証債務等
㈱イエローハ
ット・ファイ
ナンス

2,480百万円

㈱アップル 610百万円

計 3,090百万円

 

 ３ 保証債務

銀行借入に対する保証債務等
㈱イエローハ
ット・ファイ
ナンス

2,890百万円

㈱アップル 630百万円

その他 37百万円

計 3,557百万円

４ 消費税等の取扱い

仮受消費税等、仮払消費税等

及び中間納付額は相殺し、流

動資産「その他」に含めて表

示しております。

４ 消費税等の取扱い

仮受消費税等、仮払消費税等

及び中間納付額は相殺し、流

動負債「その他」に含めて表

示しております。

―――――――――──

５ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン

当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額

10,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 10,000百万円

５ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン

当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。
当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

10,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 10,000百万円

５ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン

当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額

10,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 1,000百万円

 

※６ 中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形は、

手形交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間

会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 1,385百万円
 

※６ 中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形は、

手形交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当中間会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間

会計期間末残高に含まれておりま

す。

受取手形 1,124百万円
 

※６ 事業年度末日満期手形

事業年度末日満期手形は、手形

交換日をもって決済処理しており

ます。 

 なお、当事業年度末日が金融機

関の休日であったため、次の事業

年度末日満期手形が当事業年度末

残高に含まれております。 

 

受取手形 2,177百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 157百万円

グループ店 
店舗等賃貸収入

901百万円

受取手数料 218百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 118百万円

グループ店
店舗等賃貸収入

865百万円

受取手数料 197百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 350百万円

グループ店
店舗等賃貸収入

1,787百万円

受取手数料 495百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 90百万円

社債利息 9百万円

グループ店 
店舗等賃貸原価

522百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 169百万円

社債利息 9百万円

グループ店
店舗等賃貸原価

516百万円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 240百万円

社債利息 19百万円

グループ店
店舗等賃貸原価

1,062百万円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金 
戻入益

21百万円

投資有価証券 
売却益

19百万円
 

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

97百万円

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

328百万円

投資有価証券 
売却益

19百万円

 

※４ 特別損失の主要項目

減損損失 12百万円

固定資産除却損 18百万円

投資有価証券 
評価損

20百万円

関係会社株式 
評価損

42百万円

※４ 特別損失の主要項目

減損損失 192百万円

固定資産除却損 18百万円

投資有価証券
評価損

13百万円

関係会社整理
損失引当金 
繰入額

3,814百万円  

※４ 特別損失の主要項目

減損損失 12百万円

固定資産除却損 35百万円

関係会社株式 
評価損

1,203百万円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 593百万円

無形固定資産 70百万円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 679百万円

無形固定資産 71百万円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 1,289百万円

無形固定資産 146百万円

 

 ６ 減損損失

（１）減損損失を認識した資産グル

ープ及び減損損失計上額、資産の種

類ごとの内訳

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

場所 用途
種類及び金額

（百万円）

須 賀 川 店
（福 島 県 須
賀川市）

イエローハ
ット店舗

建物   12
構築物    0

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は、営業損益が赤字を計上し
たため、将来キャッシュフローが下落し
減損の認識に至りました。

 

 ６ 減損損失

（１）減損損失を認識した資産グル

ープ及び減損損失計上額、資産の種

類ごとの内訳

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

場所 用途
種類及び金額

（百万円）

賃貸物件４件 賃貸物件 建物    179
構築物   12

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は、営業損益が赤字を計上し
たため、将来キャッシュフローが下落し
減損の認識に至りました。

 ６ 減損損失

（１）減損損失を認識した資産グル

ープ及び減損損失計上額、資産の種

類ごとの内訳

 当事業年度において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。

場所 用途
種類及び金額

(百万円）

須 賀 川 店
（福 島 県 須
賀川市）

イエローハ
ット店舗

建物   12 
構築物    0

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は、営業損益が赤字を計上し
たため、将来キャッシュフローが下落し
減損の認識に至りました。



 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

種類別の減損額の合計は次のとお

りであります。
種類   金額（百万円）

建物 12

構築物 0

合計 12
 

種類別の減損額の合計は次のとお

りであります。
種類   金額（百万円）

建物 179

構築物 12

合計 192
 

種類別の減損額の合計は次のとお

りであります。
種類   金額（百万円）

建物 12

構築物 0

合計 12

（２）資産のグルーピングの方法 

  当社は、原則として事業所ごと

に資産をグルーピングしておりま

す。イエローハット店舗の賃貸物件

及び賃貸不動産については個別物件

単位で、エリア(地域卸売り部門）

については管理会計上の区分で、物

流センターについては全社共有資産

に、保養所・研修所についてはキャ

ッシュフローを生みませんので全社

共有資産に、それぞれ資産をグルー

ピングしております。 

 

（２）資産のグルーピングの方法

同左

（２）資産のグルーピングの方法

同左

（３）回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は、正味売却価額ま

たは使用価値により測定しておりま

す。土地については不動産鑑定士の

算定額ならびに路線価による相続税

評価額または固定資産税評価額を合

理的に調整した金額を、建物につい

ては減価償却計算に用いられる税法

規定等に基づく残存価値を、それぞ

れ回収可能価額としております。

 使用価値の算定にあたっては、将

来キャッシュフローを５％で割り引

いて計算しております。

（３）回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は、正味売却価額ま

たは使用価値により測定しておりま

す。土地については不動産鑑定士の

算定額ならびに路線価による相続税

評価額または固定資産税評価額を合

理的に調整した金額を回収可能価額

としております。

 使用価値の算定にあたっては、将

来キャッシュフローを５％で割り引

いて計算しております。

（３）回収可能価額の算定方法

同左



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   497株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加     272株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   819株 

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株） 587,227 497 ― 587,724

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株） 588,046 272 ─ 588,318

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 587,227 819 ─ 588,046



(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間
(平成19年９月30日)

前事業年度 
(平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の 
ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の 
ファイナンス・リース取引

１ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額、
減損損失累計額相当額及び中
間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額、
減損損失累計額相当額及び中
間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額、
減損損失累計額相当額及び期
末残高相当額

 
建物

器具・ 
備品

その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 2,049 482 250 2,781

減価償却 
累計額 
相当額

552 325 202 1,080

減損損失 
累計額 
相当額

635 ― ― 635

中間 
期末残高 
相当額

860 157 47 1,065

 
建物

器具・ 
備品

その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 2,049 1,414 80 3,543

減価償却 
累計額 
相当額

655 973 69 1,698

減損損失 
累計額 
相当額

635 ─ ─ 635

中間 
期末残高 
相当額

758 440 10 1,209

建物
器具・ 
備品

その他 合計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

取得価額 
相当額 2,049 1,582 222 3,853

減価償却 
累計額 
相当額

603 1,024 196 1,825

減損損失 
累計額 
相当額

635 ─ ─ 635

期末残高 
相当額 809 558 25 1,392

② 未経過リース料中間期末残高
相当額及びリース資産減損勘
定中間期末残高

② 未経過リース料中間期末残高
相当額及びリース資産減損勘
定中間期末残高

② 未経過リース料期末残高相当
額及びリース資産減損勘定期
末残高

    未経過リース料中間期末残高
相当額

    未経過リース料中間期末残高
相当額

  未経過リース料期末残高相当額

 

 1年以内 155 [251]百万円

 1年超 1,823 [297]百万円

 合計 1,979 [549]百万円
 

 1年以内 123 [181]百万円

 1年超 1,698 [161]百万円

 合計 1,821 [342]百万円
 

1年以内 134 [220]百万円
1年超 1,760 [220]百万円

合計 1,895 [441]百万円

    リース資産減損勘定中間期末
残高

    リース資産減損勘定中間期末
残高

リース資産減損勘定期末残高

 
 554百万円

 
 503百万円

 
528百万円

（注）[ ]書きは、この他転貸リー
スに係る未経過リース料であ
り、受取リース料と支払リー
ス料はほぼ同額であります。

（注）      同左 （注）      同左

③ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相
当額、支払利息相当額及び減
損損失

③ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相
当額、支払利息相当額及び減
損損失

③ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相
当額、支払利息相当額及び減
損損失

 

 
支払リース料 
(転貸リース料を除
く ）

226百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

26百万円

減価償却費相当額 163百万円

支払利息相当額 76百万円

減損損失 ―百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法  

 
支払リース料 
(転貸リース料を除
く ）

268百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

24百万円

減価償却費相当額 203百万円

支払利息相当額 77百万円

減損損失 ─百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法  

 
支払リース料 
(転貸リース料を除
く ）

708百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

52百万円

減価償却費相当額 565百万円

支払利息相当額 167百万円

減損損失 ─百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法に
よっております。

同左 同左

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の
取得価額相当額との差額を利
息相当額とし、各期への配分
方法については、利息法によ
っております。

同左 同左

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料   未経過リース料  未経過リース料

 

 1年以内 1,041百万円

1年超 5,916百万円

合計 6,958百万円
 

 1年以内 115百万円

1年超 9百万円

合計 124百万円
 

 1年以内 115百万円

1年超 67百万円

合計 182百万円



前へ   次へ 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(１株当たり情報) 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

（多額な資金の借入） （重要な子会社からの資産の譲受） （重要な子会社からの事業の譲受）

 

 当社は中間決算日後において、平
成13年12月に特別目的会社へ譲渡し
た設備（有形固定資産）8,046百万円
を平成18年12月に買い戻すため、コ
ミットメント契約から次の通り借入
を実施しております。

(１) 主な借入先名 三菱東京UFJ銀行

(２) 借入金額 5,000百万円

(３) 借入利率 1.03091％

(４) 実施時期 平成18年12月12日

(５) 返済期限 平成19年３月12日

(６) 返済条件 期日一括返済

 

 当社は子会社イエローハットセー
ルスの清算開始を受け、平成19年10
月において、下記の資産の譲受を行
います。 
 なお、当該資産の譲受に関し発生
する損失については、関係会社整理
損失引当金に計上されており、損益
に与える影響はありません。

商品 9,171百万円

土地 656百万円

建物 55百万円

機械装置及び 

運搬具
1百万円

その他 11百万円

1.その旨及び目的
当社は、平成19年５月15日開催の

取締役会において子会社株式会社イ
エローハットセールスからの小売事
業の譲受を決議いたしました。 
 子会社株式会社イエローハットセ
ールスが収益悪化により債務超過の
状態となり、現下のカー用品市場に
おける競争環境を踏まえて、当社グ
ループが今後とも事業の競争力・優
位性を継続して発揮していくために
は、小売部門の事業基盤の再構築が
必要と判断したため譲受を行うもの
であります。 
 
2.譲り受ける相手会社の名称 
 株式会社イエローハットセールス 
 
3.譲り受ける事業の内容
カー用品等販売事業 

 
4.譲受の時期
平成19年10月１日 

 
5.今後の業績に与える影響

平成20年３月期につきましては、
商品の返品による売上減少及び連結
上では計上済みである固定資産の減
損損失21億円の発生を見込んでおり
ます。



前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

（重要な子会社の清算）

1.その旨及び理由
当社は、平成19年５月15日開催の取
締役会において子会社株式会社イエ
ローハットセールスの清算を決議い
たしました。 
 子会社株式会社イエローハットセー
ルスが収益悪化により債務超過の状
態となり、現下のカー用品市場にお
ける競争環境を踏まえて、当社グル
ープが今後とも事業の競争力・優位
性を継続して発揮していくために
は、小売部門の事業基盤の再構築が
必要と判断し事業の譲受を行うた
め、それに伴ない該当子会社を清算
するものであります。 
 
2.子会社の概要
①商号    株式会社イエローハ
              ットセールス 
②本社所在地 東京都目黒区青葉台 
③代表者   髙橋 信郎 
④設立年月  平成15年３月 
⑤事業内容  カー用品の小売業 
⑥資本金   50百万円 
⑦株主構成  当社（株式会社イエ 
              ローハット）が 
              100％保有 
 
3.解散の時期
平成19年９月30日 
 
4.子会社の状況
平成19年３月末日現在で747百万円
の債務超過 
 
5.当該解散による会社の損失見込額
平成19年３月期において、関係会社
株式評価損1,065百万円及び関係会社
貸倒引当金繰入額910百万円を計上し
ております。 
 
6.当該解散が営業活動へ及ぼす重要
  な影響
株式会社イエローハットセールスの
店舗を株式会社イエローハットに譲
渡いたしますので、重要な影響はあ
りません。



前へ 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

(重要な子会社の設立)

1.その旨及び理由
当社は、平成19年５月15日開催の取
締役会において子会社株式会社イエ
ローハットセールスプロの設立を決
議いたしました。 
 子会社株式会社イエローハットセー
ルスの解散を受け、事業基盤の再構
築の一環として新たにイエローハッ
ト店舗の運営のみに特化した子会社
株式会社イエローハットセールスプ
ロを設立いたします。同社において
イエローハット店舗の従業員を雇用
し、当社より店舗運営業務を受託し
ていく予定です。 
 
2.設立子会社の概要
①商号   株式会社イエローハ 
             ットセールスプロ 
②本社所在地 東京都目黒区青葉台 
③代表者   髙橋 信郎 
④設立年月   平成19年６月 
             （予定） 
⑤事業内容  イエローハット店舗 
             の運営（業務受諾会 
             社） 
⑥資本金   10百万円 
⑦株主構成  当社（株式会社イエ 
             ローハット）が100％ 
             保有 
 
3.今後の業績に与える影響
当該会社は、当社から支払う業務委
託料を主な収益として安定した収益
構造を持つと見込んでおり、個別業
績に与える影響は軽微であります。 
 



(2) 【その他】 

平成19年11月14日開催の取締役会において、第50期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

  

① 中間配当金の総額 268,105,805円

② １株当り中間配当金 11円00銭

③ 
 

支払請求権の効力発生日 
及び支払開始日

平成19年12月7日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第49期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月26日関東財務局長に提

出。 

  （2）有価証券報告書の訂正報告書 

  訂正報告書（上記（1）有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年９月21日関東財務局長に提出。 

  （3）臨時報告書 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）の規定に基づく臨    

  時報告書を平成19年11月14日関東財務局長に提出。 



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月15日

株式会社イエローハット 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社イエローハットの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社イエローハット及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１.中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、連結子会社㈱イエローハ

ットセールスは新たにポイントカード引当金の計上を行なった。 

２.重要な後発事象に記載のとおり、会社は、中間決算日後に設備取得のため多額な資金の借入を行なっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

監査法人 保森会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  廣  瀬  哲  也   ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  大  東  幸  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月18日

株式会社イエローハット 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社イエローハットの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社イエローハット及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

監査法人 保森会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  矢  部    豊    ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  大  東  幸  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成18年12月15日

株式会社イエローハット 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社イエローハットの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第49期事業年度の中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社イエローハットの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は、中間決算日後に設備取得のため多額な資金の借入を行なった。

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

監査法人 保森会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  廣  瀬  哲  也   ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  大  東  幸  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

平成19年12月18日

株式会社イエローハット 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社イエローハットの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第50期事業年度

の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社イエローハットの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

監査法人 保森会計事務所

代表社員 
業務執行社員

公認会計士    矢   部      豊      ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  大  東  幸  司  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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